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一
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

私
立
短
期
大
学
は
、
短
期
高
等
教
育
機
関
と
し
て
、
大
学
、
高
等
専
門
学
校
及
び
専
門
学
校
と
並
び
、
我
が
国
の
高
等
教

育
の
普
及
及
び
充
実
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
て
お
り
、
今
後
、
特
に
地
域
に
密
着
し
た
教
育
機
関
と
し
て
、
十
八
歳

該
当
年
齢
層
の
み
な
ら
ず
、
社
会
人
を
対
象
と
し
て
国
民
の
多
様
な
生
涯
学
習
に
対
す
る
要
請
に
こ
た
え
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

文
部
省
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
我
が
国
の
学
校
教
育
に
お
い
て
私
立
の
大
学
及
び
短
期
大
学
が
果
た
し
て
い
る
役
割

の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
厳
し
い
国
の
財
政
事
情
の
中
に
あ
っ
て
、
私
立
の
大
学
及
び
短
期
大
学
に
対
す
る
助
成
の
充
実
に

努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

間
に
お
け
る
各
年
度
の
当
初
予
算
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第

四
条
及
び
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
私
立
学
校
の
経
常
的
経
費
に
充
て
る
た
め
の
国
の
補
助
金
並
び
に
同
法
第
十
条
の
規
定
に 

財
政
構
造
改
革
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
九
号
）
に
お
い
て
は
、
「
政
府
は
、
集
中
改
革
期 

衆
議
院
議
員
石
井
郁
子
君
提
出
私
立
短
期
大
学
へ
の
助
成
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 
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三
に
つ
い
て 

平
成
十
年
度
の
政
府
予
算
に
お
い
て
は
、
同
法
の
規
定
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
私
立
の
大
学
及
び
短
期
大
学
が
我
が
国
の
学

校
教
育
に
果
た
し
て
い
る
役
割
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
私
立
の
大
学
及
び
短
期
大
学
の
経
常
費
に
対
す
る
補
助
金
に
つ
い

て
は
、
前
年
度
と
同
額
の
二
千
九
百
五
十
億
五
千
万
円
を
計
上
す
る
と
と
も
に
、
私
立
の
大
学
及
び
短
期
大
学
の
教
育
研
究

装
置
等
の
整
備
に
係
る
補
助
に
つ
い
て
増
額
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
に
お
け
る
補
助
単
価
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
、
基
本
的
に
、
国
の
財
政
事
情
や
私

立
の
大
学
及
び
短
期
大
学
に
お
け
る
経
費
の
実
態
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
設
定
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、

こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
適
切
に
設
定
し
て
ま
い
り
た
い
。 

当
該
各
年
度
の
前
年
度
の
当
初
予
算
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
総
額
を
上
回
ら
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
と

す
る
。
」
（
第
十
七
条
第
二
項
）
等
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

文
部
省
に
お
い
て
は
、
今
後
と
も
、
同
法
の
規
定
等
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
私
立
の
大
学
及
び
短
期
大
学
に
対
す
る
助
成
に

係
る
予
算
の
確
保
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

よ
る
私
立
学
校
に
対
す
る
国
の
補
助
金
（
私
立
学
校
の
経
常
的
経
費
に
充
て
る
た
め
の
国
の
補
助
金
に
限
る
。
）
の
総
額
が 
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四
に
つ
い
て 

日
本
育
英
会
の
奨
学
生
推
薦
基
準
に
お
い
て
は
、
家
計
基
準
と
し
て
、
奨
学
金
の
貸
与
を
受
け
る
者
の
属
す
る
世
帯
の
年

間
収
入
金
額
か
ら
、
世
帯
の
収
入
が
給
与
所
得
の
場
合
に
年
間
収
入
金
額
に
よ
っ
て
定
ま
る
給
与
所
得
控
除
額
、
奨
学
金
の

貸
与
を
受
け
る
者
本
人
の
就
学
状
況
等
に
よ
っ
て
定
ま
る
本
人
控
除
額
、
本
人
以
外
の
就
学
者
が
同
一
世
帯
に
い
る
場
合
に

当
該
就
学
者
の
就
学
状
況
等
に
よ
っ
て
定
ま
る
就
学
者
控
除
額
等
を
控
除
し
、
控
除
後
の
額
が
一
定
の
基
準
額
（
収
入
基
準

額
）
以
下
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。 

有
給
教
育
休
暇
制
度
に
つ
い
て
は
、
有
給
教
育
訓
練
休
暇
制
度
の
導
入
や
有
給
教
育
訓
練
休
暇
の
付
与
等
を
行
う
事
業
主

に
対
し
て
助
成
を
行
い
、
有
給
教
育
訓
練
休
暇
の
普
及
促
進
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

御
指
摘
に
あ
る
私
立
大
学
第
一
種
奨
学
生
の
場
合
の
世
帯
の
年
間
収
入
金
額
の
上
限
九
百
八
十
万
円
は
、
大
都
市
居
住
で

世
帯
人
員
四
人
の
場
合
の
収
入
基
準
額
に
、
給
与
所
得
控
除
額
、
本
人
控
除
額
及
び
就
学
者
控
除
額
を
加
算
し
て
算
出
し
た

試
算
額
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
就
学
者
控
除
額
は
、
自
宅
通
学
の
公
立
高
等
学
校
生
徒
が
一
人
い
る
も
の
と
し
て
二
十
八
万 

ま
た
、
高
等
教
育
機
関
で
学
ぶ
者
に
対
す
る
国
の
助
成
と
し
て
は
、
日
本
育
英
会
の
奨
学
金
が
あ
る
が
、
こ
の
奨
学
金
は

社
会
人
も
広
く
活
用
で
き
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 
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五
に
つ
い
て 

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
に
お
い
て
は
、
中
長
期
的
観
点
に
立
っ
た
私
立
学
校
の
経
営
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
、

外
部
資
金
の
借
入
等
に
よ
り
資
金
を
調
達
し
て
、
学
校
法
人
に
対
し
て
長
期
固
定
金
利
に
よ
る
貸
付
事
業
を
行
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。 

除
額
が
自
宅
通
学
の
と
き
は
百
一
万
円
、
自
宅
外
通
学
の
と
き
は
百
四
十
四
万
円
と
な
り
、
世
帯
の
年
間
収
入
金
額
の
上
限

は
九
百
八
十
万
円
を
上
回
る
額
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
一
世
帯
に
複
数
の
私
立
大
学
進
学
者
が
い
る
場
合
は
、
既
に
世

帯
の
年
間
収
入
金
額
の
上
限
は
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
家
計
基
準
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
、
家

計
の
実
態
を
勘
案
し
、
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。 

円
と
し
て
試
算
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
奨
学
金
の
貸
与
人
員
に
つ
い
て
は
、
逐
年
充
実
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
十
年

度
に
お
い
て
も
、
私
立
大
学
貸
与
人
員
を
千
人
増
員
す
る
等
、
貸
与
人
員
の
充
実
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

お
尋
ね
の
よ
う
に
、
同
一
世
帯
に
本
人
以
外
の
私
立
大
学
進
学
者
（
短
期
大
学
を
含
む
。
）
が
い
る
場
合
は
、
就
学
者
控 

ま
た
、
日
本
育
英
会
の
奨
学
金
の
私
立
大
学
学
生
（
短
期
大
学
を
含
む
。
）
に
対
す
る
貸
与
率
は
、
平
成
九
年
度
で
約
八 
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七 

近
年
、
金
利
が
低
い
状
況
に
あ
る
中
で
、
金
利
が
高
い
時
期
に
借
入
れ
た
資
金
に
つ
い
て
学
校
法
人
か
ら
日
本
私
立
学
校

振
興
・
共
済
事
業
団
に
対
し
て
繰
上
償
還
の
要
望
が
あ
る
が
、
繰
上
償
還
の
条
件
等
に
よ
っ
て
は
、
同
事
業
団
が
生
じ
得
る

損
失
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
り
、
同
事
業
団
の
経
営
の
健
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
則
と
し
て
、
当
初

約
定
の
と
お
り
の
返
済
を
学
校
法
人
に
求
め
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
学
校
法
人
か
ら
の
繰
上
償
還
要
望
の
う
ち
学
校
法
人
の
深
刻
な
経
営
悪
化
な
ど
真
に
や
む
を
得
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
繰
上
償
還
を
受
け
入
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
日
本
私
立
学

校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
経
営
状
況
等
を
勘
案
し
つ
つ
、
繰
上
償
還
に
つ
い
て
は
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 

六
に
つ
い
て 

大
学
審
議
会
に
お
い
て
は
、
第
一
期
か
ら
第
四
期
ま
で
は
、
現
在
日
本
私
立
短
期
大
学
協
会
会
長
を
務
め
る
佐
久
間
彊
氏

が
委
員
と
し
て
在
任
し
、
第
五
期
及
び
現
在
の
第
六
期
（
任
期
は
、
平
成
九
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
一
年
九
月
三
十
日
ま

で
の
二
年
間
）
に
は
、
同
協
会
の
常
任
理
事
を
務
め
る
上
野
一
郎
氏
が
委
員
と
し
て
在
任
し
て
お
り
、
短
期
大
学
の
状
況
を

踏
ま
え
つ
つ
審
議
を
行
う
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


